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宅地建物取引業者の皆様へ 
富士市 上下水道部 生活排水対策課 

 

浄化槽管理者への説明のお願いについて 

 
 日頃より、本市の浄化槽に関する業務にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 
 さて、本市では、浄化槽が設置された建売住宅や中古住宅の購入者が、浄化槽管理者変更報告書などの届出
をしていなかったり、浄化槽の保守点検や法定検査が未実施で適切な維持管理をしていなかったりすることが
散見されます。 

宅地建物取引業者の皆様にも、宅地建物取引で建物の所有者が変わった場合、ウェブページを活用して新し
い所有者（浄化槽管理者）に維持管理に係る説明をしていただくなどご協力いただいているところです。 

この度、ウェブサイトのシステム変更がありＵＲＬを変更しましたので、引き続き今後ともご協力をお願い
します。 
  
（ウェブページ新ＵＲＬ）浄化槽が設置された建物の販売に関わる業者の皆様へ 
https://www.city.fuji.shizuoka.jp/1545350000/p000867.html  
  
 
ウェブページ 

 
下記ＱＲコードからも 
ご覧になれます。 
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